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■ 広報よいち（№８２９）令和２年 5 月１日発行　発行 / 余市町　編集 / 地域協働推進課
　 　　　　　　　　　　　〒 046-8546　余市郡余市町朝日町 26 番地　☎（0135）21 － 2111 ㈹　FAX（0135）21 － 2144
　 　　　　　　　　　　　メール：kouhou ＠ town.yoichi.hokkaido.jp　ＵＲＬ：https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

 令和２年３月３１日現在
　　人　口　18,316 人　   （－ 162）
　　男　性 　   8,515 人　     （－ 81）
　　女　性　    9,801 人　   （－ 81）
　　世帯数　   9,753 世帯    （－ 58）

（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
　より掲載をしない場合があります。）

ご寄附に感謝

〈2020. ⑤広報よいち　20〉

転 入　86 人
転 出 236 人
出 生　  8 人
死 亡　17 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　平成２７年国勢調査（確定値）
　人　口　19,607 人　世帯数　8,769 世帯　

●図書館図書購入費の一部として
・故　清久　艶子殿御遺族一同
　　　（故　清久　艶子殿追善供養として）
　　　　　　　　　　　　一金１００，０００円

●小中学校消毒作業用消耗品として
・有限会社　ひろし家具店　
　ペーパータオル（200枚入）41袋（1万円相当）
●各小中学校の新型コロナウイルス感染症
　　　　　　　　　　　　　　　対策消耗品として
・余市町赤十字奉仕団　　　
　　　　　　　　　　　手作りマスク（281枚）
●余市町総合体育館用備品として
・余市テニポン協会
　　腰掛け椅子「ミーティング・チェアー」
　　　　　　　　　　　　　　　（６万円相当）
　　　（創立20周年記念事業の一環として）

　【税務課からのお知らせ】

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

夜間集合徴収所をご利用ください！

　町の税金や料金が金融機関窓口等での納付に加え、コ
ンビニでの納付が可能です。コンビニ納付は、全国のコ
ンビニで夜間・休日を問わず納付ができますので、ぜひ
ご利用ください。取扱い手数料はかかりません。

税金や料金がコンビニで納付できます！

固定資産税    　　　１期
軽自動車税種別割　全期 ５月２５日（月）

納期限
～今月の税～

５月２５日（月）１７：３０～１９：００
・役場１階　税務課窓口　
・福祉センター本館（富沢町）
※納付書をご持参ください。
　納税相談も実施しています。

主な取扱いコンビニエンスストア
セブン－イレブン、セイコーマート、ローソンなど

(詳しくは、町ホームページ、納付書裏面または税務課に
お問合せください。)

納付方法
　納付いただく納付書は切らずにコンビニのレジカウンター
にお出しください。また、領収証書とレシートは大切に保管
してください。
取り扱いできない納付書
●コンビニでの取扱い期限が過ぎた納付書
●コンビニ収納用バーコードが印刷されていないもの
●コンビニ収納用バーコードが汚れていたり、破れたり
　していて読み取れないもの
●納付書1枚あたりの金額が30万円を超えているもの
●金額が訂正されているもの
　このような納付書はコンビニでは納付できませんので、
納付書裏面記載の金融機関窓口等で納付してください。

※スマートフォンアプリ（LINE Pay、PayPay)での納付も
可能です。

クレジットカードで納税できます！
　インターネット上の「Yahoo!公金支払い」サイトから、クレ
ジットカードによる町税の納付ができます。納期限内であれ
ば、いつでも納付が可能です。詳しくは、納税通知書に同封して
いるリーフレットまたは町ホームページにてご確認ください。
※現在、口座振替をご利用の方については、口座振替廃止届
を提出いただいたうえで、次年度からご利用可能です。

●余市町社会福祉事業費の一部として
・綿路　能子
　　　（故　綿路　義教殿追善供養として）　　　
　　　　　　　　　　　　　一金１００，０００円

○２０２０年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての
　製造事業所を対象に、２０２０年６月１日時点で実施
　します。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らか
　にすることを目的とする政府の重要な調査で、統計法
　に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地
　域行政施策のための基礎資料として利活用されます。
○調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以
　外（税の資料など）に使用することは絶対にありませ
　ん。
○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろ
　しくお願いいたします。
※同時に実施している経済構造実態調査の対象事業所・
　企業等におかれましては、両調査にご回答をお願いし
　ます。

２０２０年工業統計調査を実施します

　総務省・経済産業省　北海道・余市町

徴収・換価の猶予制度について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時
に納付することができない場合に、申請に基づき、一定
の要件に該当する場合は、地方税法及び町税条例の規定
により納付を猶予する制度があります。
(詳しくは、町ホームページでご確認、またはお問合せく
ださい。)


